
議案第２２号 

 

平成３０年度中央市一般会計予算 

 

 平成３０年度中央市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，７５２，３２０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（ 継 続 費 ） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費 

の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（繰越明許費） 

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することが

できる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 

（ 地 方 債 ） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目 

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

１，５００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予 

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 











第２表 継続費 

 

款 項 事 業 名 
総 額 

（千円） 
年 度 

年割額 

（千円） 

２ 総 務 費 ２企 画 費 市 庁 舎 整 備 事 業 137,664 

平成30年度 108,397 

平成31年度 29,267 

３ 民 生 費 ２児童福祉費 
子ども・子育て支援

事業計画策定事業 
5,944 

平成30年度 3,805 

平成31年度 2,139 

８ 土 木 費 ４都市計画費 

中 央 市 都 市 計 画 

マ ス タ ー プ ラ ン 

見 直 し 事 業 

9,800 

平成30年度 2,500 

平成31年度 7,300 

10 教 育 費 ３中 学 校 費 中学校語学研修事業 9,000 

平成30年度 4,500 

平成31年度 4,500 

 

 

第３表 繰越明許費 
 

 

 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

２ 総 務 費 ２ 企 画 費 市庁舎整備事業 78,725 

７ 商 工 費 １ 商 工 費 観光振興事業 3,500 

10 教 育 費 ５ 保 健 体 育 費 給食センター施設整備事業 16,740 

合         計 98,965 



第４表 地 方 債 
 

起債の目的 
限 度 額 

（千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

公 共 事 業 等 債 72,600 

普通貸借 

5.0％以内（ただ

し、利率見直し方

式で借り入れる資

金について、利率

の見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利

率） 

政府資金については、そ

の融資条件により、銀行そ

の他の場合には、その債権

者と協議する。 

ただし、財政その他の都

合により、据置期間及び償

還期間を短縮し、若しくは、

繰上償還又は低利に借換え

することができる。 

合併特例事業債 1,449,300 

緊急防災・減災 

事 業 債 
57,800 

臨時財政対策債 500,000 

市町村振興資金 569,700 

借換債（銀行等約

定償還借換債） 
11,235 

合  計 2,660,635 

 





議案第２３号 

 

平成３０年度中央市国民健康保険特別会計予算 

 

 平成３０年度中央市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，１６２，６２８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ 

れらの経費の各項の間の流用 

 













議案第２４号 

 

平成３０年度中央市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 平成３０年度中央市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６２，１２６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 









議案第２５号 

 

平成３０年度中央市介護保険特別会計予算 

 

 平成３０年度中央市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，０１７，４６７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ 

れらの経費の各項の間の流用 

 









議案第２６号 

 

平成３０年度中央市地域包括支援センター特別会計予算 

 

 平成３０年度中央市地域包括支援センター特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，７８４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 









議案第２７号 

 

平成３０年度中央市簡易水道事業特別会計予算 

 

 平成３０年度中央市簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８７，９７０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（ 地 方 債 ） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３０条第１項の規定により起こすことがで 

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方 

債」による。 

 







第２表 地 方 債 
 

 

 

起債の目的 
限 度 額 

（千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

簡易水道事業債 24,500 

普通貸借 

5.0％以内（ただ

し、利率見直し方

式で借り入れる資

金について、利率

の見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利

率） 

政府資金については、そ

の融資条件により、銀行そ

の他の場合には、その債権

者と協議する。 

ただし、財政その他の都

合により、据置期間及び償

還期間を短縮し、若しくは、

繰上償還又は低利に借換え

することができる。 

合  計 24,500 



議案第２８号 

 

平成３０年度中央市下水道事業特別会計予算 

 

 平成３０年度中央市下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９７２，３０９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（ 地 方 債 ） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３０条第１項の規定により起こすことがで 

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方 

債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５００，０００千円と定める。 

 







第２表 地 方 債 
 

 

 

起債の目的 
限 度 額 

（千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

公共下水道 

整備事業債 
13,900 

普通貸借 

5.0％以内（ただ

し、利率見直し方

式で借り入れる資

金について、利率

の見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利

率） 

政府資金については、そ

の融資条件により、銀行そ

の他の場合には、その債権

者と協議する。 

ただし、財政その他の都

合により、据置期間及び償

還期間を短縮し、若しくは、

繰上償還又は低利に借換え

することができる。 

流域下水道 

整備事業債 
17,900 

下水道事業債 

（特別措置分） 
51,300 

合  計 83,100 



議案第２９号 

 

平成３０年度中央市農業集落排水事業特別会計予算 

 

 平成３０年度中央市農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１７，４０２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（ 地 方 債 ） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３０条第１項の規定により起こすことがで 

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方 

債」による。 

 







第２表 地 方 債 
 

 

 

起債の目的 
限 度 額 

（千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

農業集落排水 

施 設 事 業 債 
81,700 

普通貸借 

5.0％以内（ただ

し、利率見直し方

式で借り入れる資

金について、利率

の見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利

率） 

政府資金については、そ

の融資条件により、銀行そ

の他の場合には、その債権

者と協議する。 

ただし、財政その他の都

合により、据置期間及び償

還期間を短縮し、若しくは、

繰上償還又は低利に借換え

することができる。 
合  計 81,700 



議案第３０号 

 

平成３０年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算 

 

 平成３０年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９４，８６０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 









議案第３１号 

 

平成３０年度中央市上水道事業会計予算 
 

（総 則） 

第１条 平成３０年度中央市上水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１） 給 水 戸 数            ７，９４５戸 

 （２） 年間総給水量        ２，１８０，９９０㎥ 

 （３） 一日平均給水量            ５，９７５㎥ 

 （４） 主要な建設改良事業       

      配水設備拡張事業       １７，２８０千円 

      配水設備改良事業       ２４，５０６千円 

    

（収益的収入及び支出）          

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収   入 

 第１款 水道事業収益          ２８８，９５３千円 

  第１項 営 業 収 益          ２６８，１８４千円 

  第２項 営業外収益           ２０，７６８千円 

  第３項 特 別 利 益                １千円 

支   出 

 第１款 水道事業費用          ２７１，０２２千円 

  第１項 営 業 費 用          ２２５，３９６千円 

  第２項 営業外費用           ４３，２７６千円 

  第３項 特 別 損 失              ３５０千円 

  第４項 予 備 費            ２，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額１２１，１８６千円は、過年度分損益勘定留保資金１２１，１８

６千円で補てんするものとする。）。 

収   入 

 第１款 資本的収入                 ０千円 

 

 

 



支   出 

 第１款 資本的支出           １２１，１８６千円 

  第１項 建 設 改 良 費          ４５，３１７千円 

  第２項 企業債償還金          ７０，８６９千円 

  第３項 予 備 費           ５，０００千円 

 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、４０，０００千円と定める。 

   

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。 

 （１） 営業費用と営業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。 

 （１） 職員給与費 ２１，９５９千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産購入限度額は、５，０３９千円と定める。 


